
倉敷市立第五福田小学校ＰＴＡ規約  

第１章  名  称 

第１条 この会は第五福田小学校ＰＴＡと称す。 

第２条 この会の事務局は，第五福田小学校内におく。 

 

第２章  目  的 

第３条 この会は，家庭と学校及び地域・社会での児童の健全なる育成を目的とする。 

1. 学校教育に対する理解を深める。 

2. 家庭と小学校とのつながりを緊密にして，児童の心身のすこやかな発達を図る。 

3. 学校の教育的環境を整えるとともに，学区内の社会教育の振興を図る。 

4. 学校生活と社会生活の水準を高め，民主社会での市民としての理解を深めるため，父

母に対して成人教育の機会をつくる。 

 

第３章  方  針 

第４条 この会は教育を本旨とする民主的団体として活動する。 

第５条 この会は自主独立のもので，他の団体の支配・統制・干渉は受けない。 

第６条 この会は校長，教職員，教育委員会及び他のＰＴＡ団体と教育問題について討議し，また

その活動を助けるために意見を述べ，資料の提供をするが，直接，学校の管理や教職員の

人事には干渉しない。 

 

第４章  会  員 

第７条 この会の会員は学校に在籍する児童の父母，またはそれに代わる人（以下父母という）学

校に勤務する校長と教職員（以下教員という）であって，会員はすべて平等の権利と義務

を持つ。 

（附則）改正の日に会員であったものは，当該会員の保険契約が消滅するまでは，会員とみなす。 

 

第５章  役員と会計監査委員 

第８条 この会の役員と会計監査委員は，児童を愛し，民主主義と教育に理解をもっている会員の

中から選出する。その定数及び資格は次のとおりである。 

1. 会長   １名    保護者         ※会長，副会長には，父母のうち 

2. 副会長  ４～１０名 保護者と教員      女性を１名以上選出する。 

3. 会計         保護者と教員 

4. 書記         保護者と教員 

役員と会計監査委員の任期は 1 年とし，ただし，再任は妨げない。欠員の生じた場合は



そのつど補充し，任期は前任者の任期満了までとする。そして，役員は次期役員決定ま

で，引き続き任務する。 

第９条 役員と会計監査委員の任務は次のとおりである。 

1. 会長は会を統括し，総会及び実行委員会を招集し，その決議を執行する。 

2. 会長は，会計監査委員の任命と各委員会の委員長を承認する。 

3. 会長は必要があると認めた場合は，諸会合に出席する人を指名または任命する。 

4. 副会長は会長を助け，会長不在のときはその代理を務める。 

5. 副会長は，総会と実行委員会の議長団を構成する。 

6. 副会長は各委員会を分担し，その補佐をする。 

7. 副会長のうち１名は，五福学区オヤジ隊の隊長を兼任する。 

8. 会計は年度予算をつくり，この会のすべての金銭の収支を正確に記録し，会計監査委

員の監査を受けたのち，総会で決算報告をする。 

9. 会計は，必要ある委員会に出席する。 

10. 書記は，総会・実行委員会の議事を正確に記録し，諸会合について連絡する。 

11. 会計監査委員は会計を監査し，その年度の会計を監査し，その結果を年度総会に報告

する。 

 

第６章  役員の選挙と期間 

第１０条 役員の選挙と期間は次のとおりである。 

1. 年度末の実行委員会で次期役員を指名し，事務局に申し出る。 

2. 総会の前日までに指名された次期役員の氏名を，全会員に知らせる。 

3. 次期役員の追加氏名は，選挙する総会のときに会員の席からこれを行う。 

4. 役員は，総会においては多数決で選ばれる。 

5. 新役員の就任は，総会の承認を得たのち，総会において行われる。 

6. 役員に欠員ができたときは，会長が後任者を指名し，その理由を実行委員会において

明示し承認を受け，全会員に知らせる。 

 

第７章  総  会 

第１１条 総会は年度始めに開き，次のことを行う。 

1. 前年度の事業報告 

2. 会計監査を受けた前年度決算報告の承認 

3. 年度会計，年度予算，その他緊急事項についての審議と承認 

4. 会員に関する報告 

5. 新年度役員の選出と就任 

第１２条 総会の日時，場所及び議題は総会の 5 日前に示す。 

第１３条 総会の定足数は，全会員の5分の１とし，決議は全出席者の半数以上の同意を必要とする。 

第１４条 実行委員会が必要と認めたときに，または全会員の 5 分の１以上の要求があったときは，

会長は臨時総会を招集する。 

 



第８章  実行委員会 

第１５条 実行委員会は，この会の役員と常任委員会の各委員長・副委員長によって構成される。 

第１６条 実行委員の任務は次のとおりである。 

1. 各種委員会で立案された事業計画を審議検討し，その執行にあたる。 

2. 総会に提出する原案または報告書を作成する 

3. 必要のあるときは，特別委員会を設ける。 

4. 全会員から委任された事務を処理する。 

5. その他重要事項または寄付金についても，審議検討し決議する。 

第１７条 実行委員会の例会は原則として，毎月 1 回開く。ただし，会長または委員の半数が必要と

認めたときは，臨時会議を開くことができる。 

第１８条 実行委員会は，構成委員の半数以上の出席により成立する。 

第１９条 決議は出席者の半数以上の同意を必要とする。 

 

第９章  委員会の選定 

第２０条 委員会には，常任委員会，特別委員会の２つをおく。 

第２１条 常任委員会には次の委員会をおく。 

１ 広報委員会      ２ 学年委員会    ３ 文化事業委員会 

４ 地区委員会      ５ 交通安全母の会  

第２２条 常任委員会（学年委員会と地区委員会を除く）の委員長，副委員長はそれぞれの委員会で

各１名選出する。 

学年委員会は各学年より１名の代表を選出し，さらに代表６名のうちから正副委員長を選

出する。 

地区委員会は各地区より選出された地区委員により構成され，地域代表のうちから委員長

１名を選出し，他の代表が副委員長となる。地域と地区は細則による。 

任期は各委員２年とし，学年委員は１年とする。ただし，再任は妨げない。 

第２３条 常任委員会には，校長と会長が協議して推薦した会員も加えることができる。 

第２４条 特別委員会の委員長・副委員長は，それぞれの委員会で各１名選出する。 

 

第１０章  会員の任務 

第２５条 常任委員会の任務は，細則による。 

第２６条 特別委員会は，特別に決めた目的を果たす。 

第２７条 常任委員会及び特別委員会は，各種事業計画についても実行委員会に図る。 

 

第１１章  会  計 

第２８条 この経費は，会費・事業収入と自発的な寄付金等でまかなう。ただし，欠損金が発生した

場合は，本会の経費を持って充てる。 



第２９条 会費は月額２５０円とする。毎月または１年分を一度に収めることもできる。なお，実行

委員会の決議で，会費の一部または全部を減免することもできる。納めた会費は，退会や

その他の事由があっても返金しない。 

第３０条 この会の財産は，第２章の目的を果たす以外は使えない。 

第３１条 この会の会計年度は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第３２条 この会の旅費規定，慶弔規定は細則による。 

 

第１２章  改  正 

第３３条 規約は総会で出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。 

第３４条 細則は実行委員会の決議により改正することができる。 

 

附則 

1. この規約は昭和３０年４月２８日から行う。 

2. 昭和３３年５月１９日，第８条の一部を改めて行う。 

3. 改正規約は，昭和４３年４月１日より実施する。 

4. 規約の一部を改正し，昭和４７年４月１日より実施する。 

5. 規約の一部を改正し，昭和５１年４月１日より実施する。 

6. 規約の一部を改正し，昭和５３年４月１日より実施する。 

7. 規約の一部を改正し，昭和５８年４月１日より実施する。 

8. 規約の一部を改正し，昭和６３年４月１日より実施する。 

9. 規約の一部を改正し，平成 ３年４月１日より実施する。 

10. 規約の一部を改正し，平成 ５年４月１日より実施する。 

11. 規約の一部を改正し，平成１０年４月１日より実施する。 

12. 規約の一部を改正し，平成１４年４月１日より実施する。 

13. 規約の一部を改正し，平成２２年４月１日より実施する。 

14. 規約の一部を改正し，平成２４年４月１日より実施する。 

15. 規約の一部を改正し，平成２８年４月１日より実施する。 

この規約に必要な活動は，発行する以前でも行える。 



細  則  

第１章  総  則 

第１条 この細則は第五福田小学校ＰＴＡ規約を補完するために定める。 

 

第２章  地域と地区 

第２条 この規約にある地域とは，次の５地区をいう。 

(1) 常盤      (2) 東西千鳥，福崎町，海岸通り 

(3) 青葉町     (4) 南北亀島町，明神町，高砂町    (5) 中畝 

この規約にある地区とは，次の７地区をいう。（児童の「町別朝礼」の構成と同じとする） 

(1) 常盤    (2) 千鳥   (3)  青葉，明神，高砂   (4) 南・北亀島 

(5) 中畝１・２丁目   (6) 中畝３丁目  (7) 中畝４・５丁目  

 

第３章  役員及び委員の就任 

第３条 役員，委員の就任の努力義務 

1. 役員，常任委員及び交通安全母の会については，１世帯につき 1 回は就任する。 

2. 児童 1 人につき，1 回は学年委員に就任する。 

 

第４章  役員及び常任委員の選出方法 

第４条 役員及び会計監査委員は，その欠員の補充を除き，総会において選出する。 

第５条 会長，副会長（保護者）は男女同人数で構成するよう努力する。 

第６条 会長に欠員が生じたときは，副会長の中から互選によりその候補者を決定し，実行

委員会の承認により選出する。 

第７条 会長以外の役員および会計監査委員に欠員が生じたときは，実行委員会の構成者の

中より互選により，その候補者を決定し，実行委員会の承認により選出する。この

場合役員等を選出した委員会は，互選により実行委員会メンバーを選出する。 

第８条 会長，役員の選出方法（定期） 

1. 会長は，執行部２年目以上の役員の中から互選により選出する。 

2. 会長の任期は 1 年とする。 

3. 役員および常任委員の選出方法 

4. 各地区の会員の中から会員数により必要な人数を選出し，役員，広報委員会，文化

事業委員会，地区委員会，交通安全母の会にわかれて活動する。 

5. この役員および常任委員・特別委員会の選出人数の増減については，実行委員会に

諮ることができる。 

6. 「役員及び常任委員選出表」の地区より必要人数の役員及び常任委員を選出する。 

特別委会の役員については各委員会で責任をもって選任する。 

7. 「役員及び常任委員選出表」は，毎年度実行委員会において承認を得る。 

8. 副会長，会計，書記は役員の中から互選により選出する。 

9. 各役員等の任期は 2 年とし，各年度で半数の改選を行う。 

第９条 各学級の会員の中から，２名の学級委員を選出する。 



第５章  常任委員・特別委員の任務 

第１０条 常任委員・特別委員の任務は，次のとおりである。 

1. 広報委員会は，各地区より選出された委員のうち８名以上で構成され，広報活動に

より会員相互の意思の疎通，交流を行いこの会の運営の円滑化を図る。 

2. 学年委員会は学年ごとに各学級より選出された学級委員によって選出される。学年

代表は各学年で１名を互選し，学校教育に対する理解を深め，その充実を図るため

学級及び学年で活動する。 

3. 文化事業委員会は地区より選出された委員のうち７名以上で構成され，各種の活動

を通じて会員相互の親睦と教養を高めるとともに，いろいろな事業を立案推進し，

健全な財政面に協力する。 

4. 地区委員会は地区より選出された地区委員７名以上で構成され，地区内外の連絡を

図るとともに，交通安全母の会と協力し地域社会における児童の安全を図り，教育

的環境を整えるために活動する。 

5. 交通安全母の会は地区より選出された委員のうち６名以上で構成され，各種の活動

を通じ会員相互の親睦と教養を高めるとともに，交通安全対策協議会及び地区委員

会と協力し，交通安全の推進を図る。 

6. ベルマーク委員は有志の保護者より選出された４名で構成され，ベルマークの収集

にあたり，学校設備の充実等に貢献する。 

7. 各委員会は児童の健全育成と非行防止のため会員相互の啓発と地区内外の連絡並び

に補導に当る。 

8. 役員を受けたものは，運動会･水夏祭･五福小祭の３つのうち最低１つと，各委員会

の主催する事業のうち最低１つについて出席，参加協力できない場合は，役員を全

うしたことにならず，一世帯において一回は就任する義務を果たしたことにならな

い。 

 

第６章  役員および各委員の優遇措置 

第１１条 会長の任期期間中は，学年委員及び在学中の兄弟姉妹の学年委員を免除し，この権

利は会長退任後 2 年間保証することもできる。 

第１２条 役員（副会長，会計，書記）並びに会計監査委員及び常任委員の任期中は，学年委

員及び在学中の兄弟姉妹の学年委員を免除し，この権利は退任後１年間保証するこ

ともできる。学年委員会については，学年委員長及び副委員長及び，母親委員の委

員長と副委員長の 4 人を免除の対象とする。倉敷市障害児学級親の会の五福小理事

は，学年委員を１年間務めたことと同等と認め，免除の対象とする。ただし，兄弟

姉妹の学年委員は免除の対象とならない。 

第１３条 交通安全母の会の役員は，任期中は，学年委員及び在学中の兄弟姉妹の学年委員を

免除し，この権利は退任後１年間保証することもできる。ただし，母の会会長にお

いては，退任後 2 年間保証することもできる。 

 

 

 



第７章  その他 

第１４条 本会の事務局は，本会の運営上の事務を遂行する。 

事務局は，会長を除く全役員により構成される。 

 

第１５条 旅費規程 

(0) 総則 

1. この規定は，倉敷市立第五福田小学校ＰＴＡ会員の出張旅費を次のように定める。 

2. この規定によって支給される旅費は次のとおりである。 

(1) 乗車船賃   (2) 宿泊料   (3) 食費 

3. 出張は日帰りと宿泊出張に区別する。 

日帰り出張とは，第五福田小学校を起点として，即日帰校班範囲内にある距離と用

務のあるものをいい，それ以外の出張を宿泊出張という。 

4. 旅行は順路による。ただし，天災その他やむを得ない事由により順路によって旅行

ができない場合は，実際に利用した経路または交通機関によることができる。 

5. 旅行日数とは，用務のために要した日数をいう。 

6. 出張中私用のために用務を欠いたときは，その間の旅費は支給しない。 

7. 関係先より旅費を支給されたその額が，この規定の定める額に満たないときは，そ

の差額を支給する。 

(ア) 出張旅費 

1. 旅費計算上の発着点とは，実際に利用した駅または港をいう。 

乗車運賃は，普通料金により計算する。 

2. 第 1 項の 4 のただし書きによる場合は，実際に要した実費を支給する。 

3. 旅行日数及び旅行夜数の計算は，次のとおりである。 

1. 旅行日数は，出発日・帰着日をそれぞれ１日とする。 

2. 旅行夜数は，午前０時を超過したときをもって一夜とする。 

3. 宿泊費及び食費は，別に定める。 

 

第１６条 慶弔規定 

1. 本校職員が転退職したときは，本校在職年数に応じて記念品を贈る。 

2. 弔事の場合は次のとおりとする。 

(1) 会員の場合 

ＰＴＡ代表者が会葬し，香華料を供える。 

(2) 職員の場合（父母，配偶者及び子ども） 

ＰＴＡ代表者が会葬し，香華料を供える。ただし，遠隔地の場合は，参列しな

い場合もある。 

(3) 児童 

ＰＴＡ代表者が会葬し，香華料を供える。 

(4) 記念品料，香華料，宿泊費，食費は年度始めの実行委員会で毎年決める。 

(5) その他特別なときは役員会で決定し，後日実行委員会の承認を得る。 

 



第１７条 表彰規定 

会長は実行委員会の承認を得て，本校ＰＴＡ活動，学校運営，地域社会に顕著な功

績・善行のあったものを表彰することができる。対象者は次のとおりとする。 

(1) 児童  (2) 会員  (3) 職員  (4) 地域社会人  (5) その他 

 

 

 

附則 

1. この細則は，昭和４１年１１月１日に制定実施する。 

2. この細則は，昭和４７年４月１日から実施する。 

3. 細則の一部を改正し，昭和５１年４月１日から実施する。 

4. 細則の一部を改正し，昭和５３年４月１日から実施する  

5. 細則の一部を改正し，昭和５７年４月１日から実施する  

6. 細則の一部を改正し，昭和５８年４月１日から実施する  

7. 細則の一部を改正し，昭和６０年４月１日から実施する  

8. 細則の一部を改正し，平成 ３年４月１日から実施する  

9. 細則の一部を改正し，平成 ５年４月１日から実施する 

10. 細則の一部を改正し，平成 ７年４月１日から実施する 

11. 細則の一部を改正し，平成１０年４月１日から実施する 

12. 細則の一部を改正し，平成１４年４月１日から実施する 

13. 細則の一部を改正し，平成１５年４月１日から実施する 

14. 細則の一部を改正し，平成１６年４月１日から実施する 

15. 細則の一部を改正し，平成１８年４月１日から実施する 

16. 規約の一部を改正し，平成２１年１２月１日より実施する 

17. 規約の一部を改正し，平成２２年１２月１日より実施する 

18. 細則の一部を改正し，平成２４年４月１日から実施する 

19. 細則の一部を改正し，平成２５年４月１日から実施する 

20. 細則の一部を改正し，平成２８年４月１日から実施する 

21. 細則の一部を改正し，平成２９年４月１日から実施する 

22. 細則の一部を改正し，令和元年５月１日から実施する 

23. 細則の一部を改正し，令和２年５月１日から実施する 

 

 

 


